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個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金
（売買による差益及びスワップポイント収益）は、
「雑所得」として総合課税の対象となりますので、
雑所得が年間（1月1日から12月31日まで）20万円
を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引
について差金等決済を行った場合には、原則として、
当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調
書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出しま
す。詳しくは、最寄りの税務署もしくは、税理士等の
専門家にお問い合せ下さい。

個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金
（売買による差益及びスワップポイント収益をいいま
す。以下、同じ。）は、2012年1月1日の取引以降、
「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定
申告をする必要があります。税率は、所得税が15％、
地方税が5％となります。その益金は、差金等決済を
した他の先物取引の損失と通算でき、また通算して損
失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰
り越すことができます。法人が行った店頭外国為替証
拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算
上、益金の額に算入されます。金融商品取引業者は、
顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を
行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、
支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業
者の所轄税務署長に提出します。詳しくは、税理士等
の専門家にお問い合せ下さい。

「店頭外国為替証拠金取引説明書店頭外国為替証拠金取引説明書店頭外国為替証拠金取引説明書店頭外国為替証拠金取引説明書」における変更点は、以下の通りです。

2011年6月に行われた参議院本会議にて、2011年度税制改正修正法が可決、成立しました。これに伴い2012年1月からの税制措置が変更されます。

新旧対照表

店頭外国為替証拠金取引説明書 変更前 変更後


